
住宅流通促進協議会 
空き家管理サービス	 重要事項確認書 雛形 

 
	 下記の不動産（以下、本物件という）につき、（社名）と空き家管理サービス

業務（以下、サービス業務という）委託契約書を締結するにあたり、以下の事

項についてご確認いただきます。 
	 この内容は重要なものになりますので、十分にご理解頂きますようお願いい

たします。 
	 尚、委託者を甲、受託者（社名）を乙として、以下の説明を行います。 
 
【物件の表示】 
住所  
建物名  
登記名義人  
所有者  
申込者との関係  
 
【提供するサービス内容】 
	 別表にて。 
 
【契約期間】 
	 契約期間は、平成	 	 年	 	 月	 	 日から平成	 	 年	 	 月	 	 日までの１

年間とします。 
	  
【料金と支払方法】 
	 お申し込み内容に基づいた金額のお支払いをお願いいたします。 
委託料 ○○○○円／月額 
	 お支払い方法は、（銀行振込など）となります。 
	 なお、振込に必要な手数料については、甲のご負担にてお願いいたします。 
  



【サービス開始前の注意事項】 
《甲が行う事項》 
※本項目については、各事業者で事前にお客様に確認して頂きたい事項を記載

します。 
例）貴重品について／保険加入／冷蔵庫、冷凍庫の中身や食品等の処分／ 
	 	 建物外部取付け物の点検・補修／郵便物の転送届け／浄化槽の清掃／ 
	 	 水道・電気の契約	 等 
記載例） 

確認事項 確認 
貴重品はサービス開始日前に持ち出してください □ 
物件の保険加入の確認を行ってください □ 
冷蔵庫の中身や賞味期限の短い食品は処分してください □ 
建物外部に取付けてあるものは、事前に点検や補修を行ってくだ

さい 
□ 

郵便局に郵便物の転送届を出してください □ 
浄化槽を使用している場合は清掃を行ってください □ 
水道・電気が使用できるようにしてください（料金は甲負担） □ 
 
 
  



《甲乙確認事項》 
※本項目では、サービス開始前にお客様と事前に打ち合わせるべき事項を記載

します。電話などで事前にヒアリングを行っている場合は、その内容も含める

とよいでしょう。 
例）水道、電気の使用について／依頼者以外に物件に出入りする可能性のある

親族等やその頻度／ポスト整理時に転送するもの／出入り禁止の場所の確認 
記載例） 

確認事項 確認内容 
作業に水道や電気を使用の許可（料金は甲負担） 許可・不許可 
物件に出入りする可能性のある人物とその頻度 名前 

頻度	 	 	 	 	 回／月 
名前 
頻度	 	 	 	 	 回／月 

ポスト整理の際に転送するもの 全部・個人名宛の郵便・その

他 
出入り禁止とする場所  
【サービス期間中の注意事項】 
《連絡先の変更》 
	 お引っ越し等による住所の変更や電話番号等が変更になった場合には、甲は

その旨を速やかに書面にて乙に通知するものとします。 
 
《権利変動に伴う処置・通知》 
	 売買や相続等により本物件の権利関係に変動が生じた場合や新たに担保設定

等（抵当権、質権等）を行った場合には、甲はその旨を速やかに書面にて乙に

通知するものとします。 
  



《免責事項》 
	 乙は善良な管理者の注意をもって本物件を管理し業務を遂行しますが、下記

の損害について、乙はその賠償責任を負いませんので、ご注意ください。（但し

乙に故意又は重過失がある場合は除く） 
	 また、管理をする事により建物等の劣化を止められるものではありません。 
そのため、乙の提供するサービス業務は建物及び土地の維持を保障するもので

はありませんので予めご了承ください。 
１．	 盗難による損害 
２．	 巡回時に生じた軽微な傷による損害 
３．	 火災・爆発等の事故の発生による損害 
４．	 天災地変等、不可抗力による損害 
５．	 建物設備の故障、突発事故による損害 
６．	 損害発生回避のために、甲に対し改善を求めたにも係らず改善されなか

った事に起因する損害 
７．	 建物や土地及びそれに付随する設備等が第三者に与えた損害 
８．	 その他、予見ができなかった事由及び、乙の責に帰することができない

事由による損害 
 
【解約】 
	 サービス業務契約を解約する場合は、解約を希望する日の１ヶ月前までに書

面にて乙へ通知してください。 
 
【違約金】 
	 予告無く解約をする場合は、甲及び乙は１ヶ月分の料金を相手方に支払うこ

とで即時にサービス業務解約することができます。 
 
【契約終了時の精算】 
	 甲乙ともに、相手方に対し立替金や預り金及び債権債務の精算を契約終了後

速やかに行うものとします。 
 
【消費税について】 
	 本契約期間の中途において消費税率が改正されたときは、改正後の消費税率



によるものとします。 
 
【反社会的勢力でないことの確認】 
	 甲が反社会的勢力でないことを及び暴力的な要求行為を行わないことを表

明・確約頂けない場合は、サービス業務の申し込みをお断りいたします。 
	 また、サービス業務申し込み後に甲が反社会的勢力であることが判明した場

合、または暴力的要求行為等をした場合は、乙は無催告でサービス業務契約を

解除することがあります。この場合、既にお支払いになった料金は返還いたし

ません。 
 
 
	 私は、上記の重要事項確認について内容を確認し理解しました。 
平成	 	 年	 	 月	 	 日 
 
氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	  
 
住所	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
名義人との関係	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  



別表 
例） 
 業務内容 業務実施要綱 
1 建物外観確認 建物外部より変化の有無を確認 
2 建物周辺清掃 敷地内屋外や前面道路の簡素な清掃 
3 郵便ポスト 

整理 
郵便ポストに入れられたものを整理し、必要なものを転

送 
4 通気・換気 窓を開放し、空気の入替え 
5 雨漏りの確認 全部屋の室内で雨漏りの痕跡有無の確認 
6 室内清掃 建物内部の簡素な掃除 
7 通水・封水 水道蛇口を開放し通水を行い、排水トラップに通水し臭

気・害虫を防止 
8 草木の確認 剪定や除草の要否を確認 
9 提案・助言 上記以外で必要と認められる作業等の提案や助言 
10 鍵の保管・管理 甲より預かった本物件の鍵の保管、管理 
11 報告書の作成 巡回した内容を写真付き報告書にまとめ、甲へ提出 
 
※事業者毎に提供するサービスの業務内容を記載してください。 


